
No (記入不要) 

喫煙所の段階的削減により屋内全面禁煙を達成した効果的な介入 

ガイドラインステップ 
キーワード

（6 つ以内） 

・受動喫煙対策 

・リスク評価 

・職場巡視 

・段階的削減 

・ペナルティー制 

・ＰＤＣＡ 
5～9、12、16 

改善・取組

みの背景と

課題 

空調機器メーカーの当事業所は、設計・開発、製造、関係会社、輸送センターを含め約 1,500人の

従業員が勤務している。2016 年受動喫煙対策委員会（以下、委員会）発足時、構内に喫煙所は

41か所（うち屋外 5）あり、その数の多さと不十分な分煙（煙漏れや屋内排気）、喫煙所内で飲食で

きる環境が問題であった。受動喫煙対策のきっかけは、生産企画部門より、オリンピックイヤーに即した

対策を講じたいとの相談が健康管理室にあり、喫煙所改修工事を進めるには数千万円のコストがか

かる見積りとなり、部門と協働し委員会を立ち上げたことにある。しかし、委員会活動は会社指示によ

るものではなかったため、「2020年までに構内全面禁煙化を目指す」という目標に対し、どのようなプロ

セスで達成させるかが課題であった。 

改善・取組

みの着眼点 

１．委員会の決議内容が事業所の決定事項として機能するよう、安全衛生委員会の承認を得て活

動を開始した。そのため、委員会の事務局には労組、総務部門を加え、委員は、各部門より代

表者 1名の選出をお願いした。またアドバイザーとして産業医を加えた。 

２．喫煙所の削減計画立案の際、エビデンスに乏しいと現場や上層部からの反発が予測されたため、

活動初年度は全ての喫煙所の実態調査と環境測定を実施した。また、結果から独自に受動喫

煙リスクを点数化し、削減案の骨子を委員会で審議した。 

３．削減過程では、事務局として年に 4 回の委員会を開催し、進捗状況の確認や削減のフォロー、

各職場の取り組み良好事例を共有することで、委員会の活性化を図った。また、年に 1回、委

員会メンバーによる喫煙所一斉巡視を行ない、受動喫煙リスクを再評価（使用ルールが守られて

いるかも含む）し、次年度の喫煙所削減箇所の見直しにつなげた。 

改善・取組

みの概要 

＜2016年度＞ 

委員会活動開始の年。喫煙所実態調査、環境測定（風速、粉じん、CO 濃度）を実施、結果から

「受動喫煙リスク」を点数化、中期計画を策定。周知ポスター作製、屋外喫煙所の整備（構内公園

の分煙化）。委員による喫煙所巡視開始（結果に基づくリスクの再評価）。喫煙所数（41→38） 

＜2017年度＞ 

喫煙所の段階的削減を軸に、時間禁煙の枠を拡大（就業開始後 1 時間、昼休みの前後 1 時間、

就業時間前 45 分）、喫煙所の椅子・テーブル等を撤去（喫煙以外の長居禁止）。委員による喫煙

所巡視（結果に基づくリスクの再評価）。喫煙所数（38→31） 

＜2018年度＞ 

喫煙所の削減加速を軸に、就業時間禁煙日（月 1 回）を制定、時間禁煙等のルールが守られない

喫煙所に対しペナルティー制を導入。喫煙所一斉巡視、委員による喫煙所巡視（結果に基づくリスク

の再評価）、中期計画修正（構内全面禁煙から屋内全面禁煙に変更）。喫煙所数（31→18） 

＜2019年度＞ 

活動最終年限。喫煙所の集約を軸に、禁煙支援の強化。喫煙所数（18→屋外 1 か所） 

なお、8 月にコーポレート方針の発表があり、2020年 1 月から東芝グループは就業時間内禁煙と屋

内禁煙化が決定した。 
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効  果 

１．喫煙所は、委員会発足時から 2019 年 12月末までに 41→屋外 1箇所のみとなった。 

２．喫煙率は、活動開始前と比較し 4年で 3.9%低下した。（2019 年） 

３．ペナルティー制は、ルール違反者を激減させる効果があった。 

４．禁煙支援への関心職場が増えた。2019 年の禁煙週間イベントでは、7 職場 54名の参加があっ

た。（前年度 3 職場 37 名） 

５．コーポレート方針より先行して喫煙環境を整えてきたため、予定より早い屋内禁煙化への抵抗が

少なかった。また、ポイ捨てなどのマナー問題なく移行できた。 

 
この GPS の

経験から学

ぶことができ

るポイント 

改善・取組みの着眼点２．３より 

喫煙所の受動喫煙リスクを見える化し、委員会および喫煙所巡視の中で再評価を繰り返して行く 

ことは、対話の中で喫煙所削減を計画的に進めるうえで強力な推進材料となったと思われる。再評 

価の際には、環境面だけでなくその年の喫煙所の使用状況も含まれたため、時間禁煙やペナルティー 

制の徹底に対しても、好循環をもたらした。 

参考資料 

1) 高橋裕子．「現場の声」から知る・考える・つくる職場のたばこ（喫煙）対策．東京法規出版 2015 

2) 労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について（厚生労
働省平成 27 年 5 月） 

3) 大和浩．わが国の今後の喫煙対策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究 

  http://www.tobacco-control.jp/ 

投稿者 荻久保貴史、秋山ひろみ e-mail  2020 年 1 月 7日 
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建屋 ＃102 #107 #120 #153 #502C♯48

椅子（スモーカベンチ除く） 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0

テーブル・食事 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

表示（最新時間禁煙） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

表示（ポスター）

建屋外排気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

仕切 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

分煙 3

（巡視）点数 1 3 2 3 4 5 2 2 2 2 5 4 1 4 5 1 9 5 9 6 12 6 2 4 0 3 6 3 2 2 1

（測定）点数 4 0 8 10 4 4 4 4 6 4 6 8 8 4 10 0 8 8 4 8 8 6 6 0 6 10 4 6 0 0 0

リスク合計点 5 3 10 13 8 9 6 6 8 6 11 12 9 8 15 1 17 13 13 14 20 12 8 4 6 13 10 9 2 2 1

人数 34 24 13 50 90 30 26 51 20 12 18 12 20 3 5 10 10 21 15 13 6 37 13 2 6 12 20 17 1 80

0～3点（リスクⅠ） ○ ○ ○ ○ ○

4～7点（リスクⅡ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8点以上（リスクⅢ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2018年度削減 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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喫煙所の受動喫煙リスク評価と２０１８年度削減箇所
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１つに

イ エローシール イ エローシール イ エローシール レッドシール

＊違反を発見した場合は、下のマスに状況を記入願います。（どなたでも可）

例：

5/31
（３人）

7/9
（2人）

9/18
（1人）

10/10
（3人）

６/4
（2人）

６/22
（3人）

9/18
（2人）

③１６：００－１６：４５ 9/13
（3人）

　

6/25
（５人）

7/25
（1人）

11/22
（2人）

１）上記①～④について、３回違反した場合、管理者よりイエローシールを貼付します。

（富士）受動喫煙対策委員会
（富士）安全衛生委員会

ペナルティー内容

禁　煙　時　間 違　反　日

②１１：００－１４：００
（昼休みを除く前後１時間）

①８：００－９：００

④禁煙日
（月の給与支給日。但し賞与日を除く）

喫煙場所:♯１５１　２Ｆ 時間禁煙ペナルティー表

  　レッドシールが貼付された喫煙場所は、使用を中止とします。

２）イエローシール３回で、レッドシールを貼付します。

記入例

11/229/187/9

A：受動喫煙リスク評価と喫煙所削減計画 
P：中期活動計画 

D：委員会開催。削減進捗を

共有、時間禁煙やペナルティ

ー制など審議 

C：喫煙所巡視 

＜構内全面禁煙化を目指す！＞ 

http://www.tobacco-control.jp/


 


